
給水装置工事事業者　申請時に必要な提出物（法人）

主任技術者の免状の交付番号の変更

廃止

主任技術者の選任

※2新しい事業者証の交付時に交換

※1指定内容に変更がある場合に提出

内　　　　　容

新規指定

指定の更新

代表者・役員の変更

指定を受けている名称（本社／事業所 ）の変更

指定を受けている住所（本社／事業所 ）の変更

用 意 す る 書 類

定款の写し

○

○

○

○

○

ダ ウ ン ロ ー ド す る 書 類

内　　　　　容 給水装置指定申請書

○

機械器具調書

○

指定事項変更届出書

※1

○

○

○

休止・廃止・再開

主任技術者の免状の交付番号の変更

主任技術者の選任・解任

新規指定

代表者・役員の変更

○

○

指定を受けている名称（本社／事業所 ）の変更

指定を受けている住所（本社／事業所 ）の変更

指定の更新

電話番号の変更

現在事項全部証明書の原本
（登記簿謄本の原本）

○

○

○

○

○

事業者証

※2

※2※3

※2

※2

○

○

○

住宅地図
（所在地が分かるように）

○

〇

事業所の写真
（看板含めた外観と内観）

○

〇

〇

機械器具の写真

○

給水装置工事主任技術者免状の写し
(給水装置工事主任技術者証の写し)

○

○ ○

○

○

指定業業者廃・休・再届出書

※3代表者の変更の場合は必要

誓約書

○

○

○

○

○

○

○

主任技術者選任・解任届出書

○

○

○

指定更新時確認事項

○


